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経 済論叢(京 都大学)第168巻 第4号.2001年10月

.資 本 家 支 配 の 根 拠(2)
一 一栗原(稲 〉工場の事例 を使 って

坂 本 雅.則

IV支 配 構 造H明 治3フ年か ら大正6年 まで

1概.観

明治37年 の戦争に伴 う日本 とロシアとの国交断絶は営業状態を悪化させたが,

戦争に勝利したことで経済は好況へ大きく転換する。栗原工場では明治38年 か.

らモスリン製織を開始するが,阿 年の景気は良好であり,翌 年ρ関税改正はモ

スリン業界にとってさらなる発展を約束 した1)。

そんな中,.明治43年 には戦後の反動不況によって,モ スリン過剰.に陥ったこ

とに加えて,東 京の本所 ・深川 ・南葛飾で大水が起 きでさらに損害を拡大させ

た%し か し,明 治44年 に再び関税改正で毛織物税が引き上げられ,輸 入モス

リンは激減し,そ れに代わって国産モスリンが国内市場を制覇することになる。

その後,大 正に入って不況を経るも,第 一次世界大戦に伴 う大好況を迎えるこ

ととなる㌔

2市 場における栗原工場の位置

明 治23年 頃 か ら輸 入 縞 セ ルが 国内 で 流 行 し始 め,明 治27,28年 頃 に は和 服 向

1)大 同毛織株式会社資料室 「糸 ひとす じ一 大同毛織の歴 史 とその中における栗原 ウメ 』文

祥堂,1960年,163ペ ー ジを参照。

2)同 上 書,2D4-207ペ ー ジを参照.大 水 の直接の被害額 は!5000円 で,当 工場 にとっては大 きな額

であ り,原 料買 人先 に約束手形の支払延期を頼んだほ どであった.

3)同 上書,166-167ペ ー ジを参照。
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き本 セ ルが 輸 入 され るよ うに な る。 こ う した 動 きに 日本 の機 業 家 の い くつ か が

模 造 製 織 し始 め た が,明 治30年 代 の和 製 セ ルは輸 入 品 に比 べ れ ば取 る に足 ら な

い 存 在 で あ っだ,が,明 治40年 前 後 に は各 機 業 家 は生 産 を増 強 して い った 。

この 状 況 下 で,明 治38年 か ら セ ル と並 行 して モ.スリ ン製 織 を して い た 栗 原..ll

場 は明 治40年 代 の モ ス リ ン業 界 隆盛 を見 て,い ち早 くモ ス リ ンへ と転 換 して い

く%な お,明 治38年 の 時点 で,栗 原 工 場 は東 京 織 物 工場 の 内,六 大 工 場 に数

え られ,セ ル製 品 だ けで も633種 あ った とい う6㌔

その 後,順 調 に発 展 して きた モ ス リ ン市 況 は 一 時 下 落,明 治44年 に は好 転 す

る も,東 京 の 買継 業 者 が 連 合 買 を組 織 した た め に 破 産 者 を 出 し,市 況 が 激 し く

下 落 した 。 この 影響 で 東 京 毛 織 業 界 は一 大 恐 慌 に 陥 った㌔

明 治45年 上期 は 良好 で あ った もの の,同 年 下 期 か ら大 正4年 に か け て は毛 斯

倫 紡 織 ・東 洋 モ ス リ ンの織 機 増 設,日 本 毛 織 の モ ス リンへ の 参 入,名 古 屋 地 方

の小 機 業 家 の綿 布 か らモ ス リ ン製 織 へ の参 入 等 に よ るモ ス リ ン供給 力増 大 と天

皇 崩 御 に よ る需 要 減退 に よ って,生 産 過 剰 化 とな り,モ ス リ ン業 界 は 不 況 とな

る%

大 正3年 の 第 一 次 世 界 大 戦 は,原 料 難 を 生 み,大 正6年 以 降,特 に トップ の

欠 乏 は深 刻 な もの と な る。 しか し,原 料 逼 迫 は手 機 モ ス リ ンの 休 業 ・会社 モ ス

リ 凶 の生 産 量 の減 少 を引 き起 こ し,.モ ス リ ン市 価 の 急 騰 を促 した と ころ に,

交 戦 国 の注 文 が 入 り,一 気 に大 好 況 とな る。

最 後 に商 品構 成 の 推 移 で あ るが,明 治37年 に軍 用 毛 ベ リの 仕 上 げ,38年 に は

4)同 上 書.145-146ペ ー ジ を参 照 。

5)同.ヒ 書.162ペ ー ジを参 照 。

6)同 上 書,155-156ペ ー ジ を参 照 。

の 同上 書,208ペ ー ジ を参 照 。

8)同 上 書,215ペ ー ジ を参 照 。 大 阪 モ ス リ ンは7α0台 か ら1100台 へ,上 毛 モ ス リ ンは480台 か ら

1020台 へ 増 設 し,日 本 毛織 は3W台 を新 設 して い る 。

9)同 上 甫,22ア ペ ー ジ を参 照 。 大 正 二 年,東 京 モ ス リ ン ・毛斯 縮 紡織 ・東 洋 モ ス リン ・..卜毛 モ ス

リ ンで 組 織 され た 「モ ス リ ン聯 合 会」 は,そ の後,後 藤 毛 織 ・栗 原 工 場 を 加 え て再 組織 化 され た。

同 会 に参 加 して い る 会 員 会社 を 「会 社 モ ス リ ン」,製 織 専 門 の 中 小1:場 を1手 機 モ ス リ ン」 と呼

ん だ 。
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メリヤス手袋.(綿)を 製造 し,メ リヤス編みによる男物毛糸襟巻(r袋 織』)を

織 っ た。 さ ら に,同 年,女 物 襟 巻 と して,毛 糸 編 物 ミカ ドシ ョー ル,39年 に は

羽衣 シ ョー ル ・シ シ毛 ボー アを投 入.した。 底 幅 純 毛 縞 セ ルは 明 治37年 に完 成 し,

明 治39,40年 の栗 原 工場 の商 品 の 筆頭 とな る。 さ らに,翌38年 に は綾 モ ス を作

りだ し,商 品 の種 類 も増 大 した 。 こ う して,明 治39年 の商 品 の うち,敷 布 ・網

羅 縮 以 外 はす べ て 毛 織 物 と.なり,明 治40年 に はす べ て が 純 毛 製 品 と な る】D}。さ

ら に,明 治41年 ふ ら奉 ル,44年 か ら縞 ネ ル を織 り始 め,大 正 初 期 まで 生 産 した 。

また,力 織 機 導 入 後 に 開始 され る厚 地 モ ス リ ンは輸 入 毛 糸 を使 用 し,明 治40年

か ら大 正12年 まで 業 界 の花 形 商 品 とな?.た'%こ の よ うに,.明 治 期 に好 評 を博

した セ ル製 織 で あ った が,大 正 に入 って生 産 を給 小 し,大 正4年 に は中止 し.

代 わ って モ ス リ ン生 産 が 急 激 に成 長 ず る こ と とな るL%

3社 会 的労 働 過 程 分析

1)資 金 循 環 構 造

一 貫 して 増 大 して き た 資 本 金 は 停 滞 し,生 産 価 額 も 微 々 た る増 大 に と ど ま っ

て い る13}。 し か し,明 治40年 の モ ス リ ン 業 界 の 盛 況 に よ っ て,資 本 金 は45000

円,生 産 額 も10万 円,利 益 も11000円 ま で 伸 び た14)。 明 治41年 に は 動 力 と し て

電 動 機 を 導 入 し,生 産 額 は 明 治41年CD12万 円 か ら 明 治42年 に は26万 円 に 激 増.し,

工 場 の 敷 地 も さ ら に 拡 大 さ れ た1%

明 治41年 は 手 機 薄 地 モ ス リ ン の 不 況 で4000円 の 損 失,資 本 金 も減 少 し た が,

翌 年 に は20000円 の 利 益 を 出 し た 。 明 治44年,大 正1,2年 の 生 産 額 は そ れ ぞ

れ50,70,90万 円 と順.調 に 推 移 したW)。

1・)同 上善.・4・一144　 ジを参照.な お.シ シ毛ボー アとはスコ ・耗 紬 用し'たもの・.

11)同 上書,172ペ ージを参照。

12)同 上書,160ペ ージを参照。

13)同.ヒ 昏,139ペ ージを参照。

14)同 上書,174ペ ージを参照。

15)同 上書,178-179ペ ー ジを参照。

16)同 上書,212-2]3ペ ー ジを参照。
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こ の時 期 の 金融 状 況 で あ るが,明 治40年 に第.一銀 行 と取 引 を 開始 し,明 治39,

40年 は瀧 田文 右 衛 門か らそ れ ぞ れ12000円,ユ4000円 の 借 金 を して い る1ア〉。 明 治

43年 には 勧業 銀 行 か ら3500⑪ 円,日 英 銀 行 ・第 一 銀 行 ・三 井銀 行 か ら総 額61850

円,瀧 田 か ら公 債4200円 を借 り入 れ,明 治44年 に は ボ イ ラー ・モ ー ター購 入 の

た め に村 越 か ら10000円 借 り入 れ て い る 。.木正2年 の毛 糸 紡 績 機 増 設 ρ)際に は,

瀧 田か ら5⑪000円 を借 り入れ た。 な お,明 治43年 下 半 期 か ら,第一.銀 行 や そ の

他 の原 料 取 引 先 に決 算 報 告 書 を提 出 して い る18)。最 後 に,こ の 時 期 の 資 本 金 ・

生 産 価 額 の推 移珊を ま と め て お く(第2表 を 参 照 せ よ)。

2)労 働 結 合 過 程 と して の 経 営構 造 と機 能 的媒 介 主 体

まず,経 営 規模 の推 移 を確 認 して お く と,明 治40年 に タ オル工 場 を買 収 す る

過 程 で手 機.5,60台 と工 女 を も引 き受 けた 。 そ の時 の著 宮 町 工場 の 手 機 は モ ス

IJン 機 ユ30余台 ,綾 モ ス用 機30余 台,縞 セ ル用 機40余 台,お お よ そ200台 で あ っ

たゐP砧以 後,労 働 手段 の推 移 を 示 す と,手 機 が 明 治40,41,42年 に そ れ ぞ れ

136,116,80台 と漸次 減少 し,力 織 機 は明 治41年 にモ ス リ ン用 力織 機50台,縞

セ ル用6台,42年 には モ ス リ ン用48台,縞 セ ル用4台 を導 入 し,力 織 機 は合 計

120台 と漸次 増 加 して い る21,。43,44,45年 の 力 織機 は124,151,2ユ5台 とな つ

℃ お り,大 正2年 には ミュー ル紡 績 機 が12台 に な って い る鋤。

次 に労 働 結 合 過程 上 の重 要事 と して取 り上 げ るべ き こ と と して,動 力 の 変化

に伴 う生 産 力 の大 幅 増 大 が 挙 げ られ る6す なわ ち.,明 治42年 の力 織 機 導 入 に合

わせ て,電 動 機 を導 入 した 。電 動 化 へ の転 換 の直 接 的 な要 因 と して は コス ト上

の 問題 が あ った 。 この 生 産 力 の増 大 は 当然,原 材 料 の購 入 量 ・商 品 の 販売 量 の

大 量 化.を も意 味 し,明 治40年 の原 材 料 調 達 先 と して,従 来 か らの藤 森 治平 ・岩

崎 清 四郎 ・杉 村 ・西 山 商 店 に加 え て岩 井 商 店 東 京 支 店 ・横 浜 の ア イザ ックス商

17)同 上書,179ペ ージを参照。

18)同 上書.214ペ ージを参照。

19)同 上書,【39,174,178,213,219ペ ージを参照.

20)同 上書,171-172ペ ージ。

21)同 上書,175ペ ージ。

22)同 上書,213ベ ージ。
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第2表

年 次 資本金(資 産) 生産価額

明治37年 20,00⑪ 円 42,000円

38 22,000 53,000

39

.一

70,000

40 45,0⑪0 100,000

41 40,000 120,000

42 一 260,⑪00

43
一.一 350,000

44
一 500,000

大正1年 一 700,000

2 一 900,000

3 一 1,200,000

4 ..　 7,4⑪0,000

7 500,000 一

店,明 治42年 の力 織 機 導 入 時 には さ.らに 高 島 屋 ・パ ウル シ ュラ ム ・ラ スペ ・キ

シ ン ・ボ ンテ(キ シ ン以 外 は第 一 次 世 界 大 戦 で 中 断 す る)な ど,大 幅 に拡 大 し

た。 さ ら に,毛 糸紡 績 の 自工 場 生 産 の 開 始 に 伴 って,明 治43年 か ら は トップ の

買 付 も加 わ り,∫明 治45年 に は米 国貿 易 商 会,大 正2年 に は 兼松 商店 ・.三井 物 産

と も取 引 を 開 始 す る。 ま た,商 品取 引 先 につ い て は,明 治42年 に,従 来 の青

木 ・山添 ・山崎 の他 に杉村 商店 ・西 村 与 兵 衛 商 店 ・堀 越 ・白石 ・近 房 ・大 浜 商

店 な どが加 わ り,東 京 に お け るモ ス リ ン問屋 の ほ とん どす べ て と取 引 した の で

あ る。 大 阪 方面 へ販 路 を拡 大 す るた め に,幸 八 自 らが 出張 して 伊 藤 萬 商 店 ・山

口 玄 洞 ・岡 島 ・千 草 ・的場 な どと取 引 を開始.・した2%

明 治42年 の労 働 力 の 構 成 を 見 て み る.。従 業 員合 計200名 の うち,職 工 係 ・計

算 係 ・.販売 購 入係 の事 務 員3名,作 業 場 は機 場 ・糊 場.・染 場 ・仕 上 場 ・機 関 場

に分 か れ,機 場 力 織 機使 用 の た め に東 京 モ ス リ ンの 竹 内文 治 を引 き抜 い て親 方.

と し,手 機 の方 の監 督 は徒 弟 あ が りの渡 辺 が 監 督 した。 残 りの 工女 は,手 機 は

若宮町工場及びタオル工場からの引き継 ぎの者,力 織機の方は東京モスリンか

23)「 可上 書,.180-181ペ ー ジ を参 照 。
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.ら引 き継 い だ 者 で あ ったag。 明 治4⑪年 か ら始 ま る機 械 化 は これ まで の 手機 一【:女

で は使 え な いた め に力 織 機 を使 え る経 験 エ を使 うこ とに な り,力 織 機 の修 理 ・

油 差 しの 必 要性 か ら男 工 も次 々増 員 す る こ と とな つだ%

な ん と言 って も この時 期 の栗 原 工 場 に と って 戦 略 的 商 品で あ っ た の は縞 セ ル

とモ ス リ ンで あ るが,.そ の具 体 的 な商 品 化 過程 を見 て み る。

明治30年 代 の 国産 セ.ル劣 勢 は,薄 地 毛織 着尺 地 の縞 セ ル の製 織 技術 ・生 産組

織 は従 来 の 綿 織 の そ れ との違 い に あ っ た。 す なわ ち,織 物 の3つ の工 程 で あ る

染 色 ・製 織 ・仕 上 の うち,染 色 ・仕 上 につ い て,従 来 の もの を転 用 で きなか っ

た36}。

そ ん な 中,明 治34年,東 京 高 工 に外 国製 毛 織 物 整 理 機 械 が購 入 され,35年 に

早 速,セ ル の仕 上 げ を委 託 す る こ とに な る。 以 後 数 年 間,高 工 は専 用 工 場 の よ

うで あ っ た とい うη1。

もう一 つ の制 約 要 因 で あ る染色 は,縞 セ ル に は ア リザ リン堅牢 染 を採 用 す る

必 要が あ った 。幸 八 は染 色 法 を 会得 す べ く,高 エ で原 理 を学 びつ つ,実 地 応 用

は一 人 で 繰 り返 した謝。

こ う して,明 治37年 に純 毛 広 幅 縞 セ ルが 完 成 し,靠 れ行 きは好 調 とな る。 こ

う して,38年 か ら縞 セ ル の生 産 を本 格 化 させ.,39年 か らは モ ス リ ン と と もに主

力 商 品 とな る。 セ ル 地 生 産 の 経 営 規 模 を見 てみ る と,明 治40年 に全200台 の 手

機 の 内,40台 余 りが 縞 セ ル専 用 で あ った 。 明 治41年 に は縞 セ ル専 用 力 織 機 を数

台購 入 し,翌42年 に は さ らに増 設.して い るE7)。

しか し,明 治40年 代 に 入 って 尾 西 地 方 の セ ル生 産 が 大 き く発 展 し,栗 原 工 場

で の セ ル生 産 は大 正4年 に は打 ち切 られ る まで に な るわ けで あ るが,そ の 要 因

を こ こで考 察 して お こ う。

24)同 上 書,195ペ ー ジ を参 照 。

25)同 ヒ書,274ペ ー ジ を参 照 。

Z6)同 上 書,146ペ ー ジ を参 照 。

27)同 上 書,148ペ ー ジ を参 照 。

28)同 上 書.149-150ペ ー ジ を参 照 、

29}同 ヒ吉,153ペ ー ジ を参 照 。

ヨ
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まず,尾 西地方の競争上の優位性を見てみる。当時の着尺.セルは縞柄が複雑

であるために手工的熟練を必要とする上に,趣 向や流行にそって縞柄を変える

必要性から一品種あたりの生産量が少な く小規模経営が適 していた。そこで,

尾西地方を見たとき,高 度な熟練を蓄積.し,経 営形態も副業的小規模経営が支

配的であった。また,染 色 ・撚糸 ・整理 ・製織 といった専門化している各工程

を組織化する問屋 も存在 した。すなわち,尾 西地方は着尺セル生産に適合的で
'
あったといえる。そんな状況下で,浜 松で綿織物を力織機によって大規模生産

するという事態が起 き,そ の圧迫漆尾西地方にかかった。尾西地方は上記の経

営的基礎を基盤iにセルに進出,.明治40年 代には全国の生産高の58%.41年 には

70%を 生産するようにまで成長した鋤。.

他 方,栗 原 工 場 の セ ル を見 て み る と.棒 術 的水 準 ・品 質 に おい て 嫡雀 勢 で は

な い と して も,当 時 の東 京 で はセ ル挙 者 が後 藤 毛織 しか 存 在 せ ず,栗 原 工場 は.

諸 工 程 を 自工場 で ま か な うほか なか?た 。 そ うす る と,栗 原 工 場 が 持 つ 経 営 規

模 の製 造 能 力 とそ れ を さ ば き き る能 力 に差 が 生 じ,多 量 め編 糸 が 在 庫 と して

残 って しま う とい う事 態 が起 き.た。.さら に,明 治38年 か ら,栗 原 工場 は モ ス リ

ン製 織 も始 めて い た こ と,明 治40年 代 は モ ス リ ン市 場 が 急 速 に拡 大 して い た こ

と もあ り,栗 原 工 場 は 自 らの 経 営 規模 の 製造 能力 に適 合 した モ ス リンへ と転換

して い つだ ㌔

次 にモ ス リ ン につ い てで あ るが,明 治38年 か らモ ス リ ンを 製織 して い たが,

手付 糊 で あ った た め に織 り方 が 困難 で あ った 。 そ こで 幸 八 は 鉄板 乾燥 糊 付 機 を

明 治39年 に完 成 させ,モ ス リ ンの整 経.・糊 付 方 法 を習 得 した 上 で,モ ス リ ンを

生 産 し始 め,日 本 橋 長 谷 川 町g山 添商 店 を介 して販 売 した 。 こ う して,機 台 も

増 加 して い くわ け で あ るが,モ ス リ ン製織 に は 力織 機 が 有 利 で あ る と して20台

を導 入 した鋤。

同上書.160-161ペ ージを参照。.30}

31)同 上書,162ペ ージを参照。なお,セ ルからモスリンへ転換 していく上での論理は社史に書い

てある論理を使っているわけではない。

32)同...卜書,163一〕65ページを参照。
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4機 能的媒介主体の 「戦略性」

1)..イ ネの構造的位置

イネの司令的支配権力は相対的に弱まり,制 約的支配権力に転移 していく。

若宮町か ら柳島元町へ工場を拡大させた明治40年 というのは主力商品がセルか

らモスリンへ と転換 してい くち ょうどその時期であった。多品種少量生産型の

「セル」では栗原工場の経営規模まで行 くと採算が合わず,採 算がとれる 「モ

スリン」へ転換 していったが,そ れは労働手段が手機から力織機への転換をも

意味 した。イネは当初,若 宮町工場に孫とともに居残った。工場 の機械化に

ようて工場の統括が幸八へ移 り,そ れはイネにとってこれまでの工場における

自らの地位 を維持で きなくなることを意味 し,経 営政策についても幸八が行い,

自らは従属的地位に甘んじることが予想されたか らであった3%実 際,手 機と

力織機の割合は明治40年 を境に逆転 してい く。まさに,イ ネの予想通 りであっ.

た。ただ,翌41年 にはイネはあウさりと手機モスリンに見切 りを付けて柳島工

場 に移ってきている。

機械化の進展で,手 機の雄イネより幸八 ・ウメの観察力 ・理解力が栗原工場

の経営構造には適合的 となる。栗原工場に内在する資本が増殖するために媒介

させる商品の転移によって.そ れを生産するうえでの経営構造上の位置に支配

権力の種類 と強弱が分布するということの典型的事例がここに見られると言え

る。

しか し,明 治40年 代に入ってからも一定の 「影響力」は保持 し続けたと言え

る。.たとえば,明 治44年 の毛糸の輸入関税導入に伴 う毛糸紡績機購入に際して

の資金上の融通においてはイネの持つ絶大な信用を背景 としてなされたことや

昼夜関係なく,ど こにも出没して管理 ・監督 した鋤ことなどに窺われる。

2)幸 八の構造的位置

イネのちょうど反対の意味で,幸 八の司令的支配権力は拡大している。明治

33)同 上 書,173ペ ー ジ を参 照 。

34)同 上 書,199ぺ ・一ジを参 照 。
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36年段階で法律的所有権はイネから幸八に移 り,「栗原稲工場」は 「栗原工場」

に転換 していたが,そ の段階では手機の割合 も相当あ り,そ れに呼応 してイネ

の支配権力は保持されていた。 しか し,明 治40年代 にはいると力織機の割合が

相対的に増大 して行き,大 正には一気に加速する。これは栗原工場にとっての

イネの存在意義が事実上薄れる一方で,幸 八の存在意義が増大 したことを意味

する。この時期はあらゆる局面で幸八が戦略的意志決定を行い,さ らにその戦

略に基づいた製品開発 ・技術開発 ・販売網の開拓等々,事 業上の開拓面までを

も行っている。

具体的には,① 機械開発 ② 斬新なデザインとアイデアの創案,③ 広幅

毛織着尺地への転換上の制約に対する決定的な役割,④ 帳簿管理 ・接客 ・工

場見回 り・ 「料亭」取引(≡ モスリン.の値決め35り.は幸八が担 っていたこと,

⑤ 明治44年 の原料供給外国商館 による現金決済宣言に対 して,幸 八は資産

表 ・営業状況を公開 し難局を乗 り越えたこと,ま た;同 年から毛糸紡績が始ま

るに際 し,幸 八 自身が大阪まで行って販路を拡大させているコ帥こと,⑥ 大正

2年,大 量に原料を輸入 している鈴木商店から突然現金取引を宣告されたとき

にも,幸 八の率直な人間性が功 を奏 して苦難 を切 り抜けだ7〕こと,⑦ 営業担

当者で もあった幸八が雇用の増減までをも決定 したこと.,⑧ モスリンの大量

生産にとって重要な原料購入に関 して,幸 八が一貫 して行っていたこと鋤,な

どが挙げられる。

3>ウ メの構造的位置

この時期 に支配権力が相対的に増大する存在としてあげられるのがウメであ

る。大局的にいえば,幸 八が事業の開拓面に特化 しているとすれば,ウ メは工

場管理の面に特化 していた3%

35)同 上 書,345ペ ー ジ を参 照 。

36)同 上 書,181ペ ー ジ を珍 魚 。

37)同 上 書,218ペ ー ジ を参 照 。

38>同 上 昏,303ペ ー ジ を参 照 。

39>同 上 書,302ペ ー ジを参 照 。
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具体 的 に見 て み る と,① 従 業 員 の 管 理 者 で あ る ウ メ鋤とい う存 在,② 機 械

化 が 進 ん だ こ の 時期 は,「 カ ン」 で は な い 「理 性 と計 数 」 に基 づ く統 率41}が必

要 とな った こ と,③ 組 頭 ・..見回 り を指 図 し なが ら人 員 を 配 置 す る と と もに,

工 女 の働 きぶ りの監 督 ・指 導 ・糸 切 れ ・糸 か ら ま りの修 正 等 担 った こ と軌 ④

年 期 工 女 を養 成 す る役 目樹な どが 挙 げ られ る。

4)競 争 企 業 ・取 引企 業 の構 造 的 位 置

まず,競 争企 業 の活 動 に よ って,栗 原 工場 が どの よ うな行 動 を選 択 した か を

考 察 す る.。

① 埼 玉 ・足 利 地 方 の競 争企 業 に よ る安 売 りが 東 京 の 業 者 を追 い 込 ん だ 。 織

物 産 業 にお け る栗 原 工 場 の競 争構 造 的位 置 の変 化 が 幸 八 に戦 略 的 な 方 向 転換 を

せ ま り,当 時,未 開 拓 の広 幅 毛織 着 尺 地 の商 品化 へ 動 き,明 治37年 か らセ ル 生

産 を 開始 す る こ とと な る朔㌔

.② 明 治44年,毛 糸 の輸 入 関税 改 正 は輸 入 毛 糸 の税 率 の 引 き.Lげ を意 味 し,

利 潤 を圧 迫 した 。 す な わ ち,輸 入 毛 糸 に依 存 して い る栗 原 工 場 に と って は,原

糸 を 自給 しでい る他 の株 式 会社 企 業 に太 刀 打 ちが で きな くな る こ とを意 味 し,

原 料 毛 糸 の 自給 に動 き,毛 糸 紡 績 機 を導 入 しだ%織 物 産 業 の構 造 に 占 め る栗

原 工 場 と会社 企 業 との位 置 関係 の差 が,あ る一 定 の 条 件 変化 に対 す る抵 抗 力 の

差 を露 呈 させ,そ れが 経 営 政 策 上 の 決 定 を左 右 した事 例 で あ る 。

次 に,取 引企 業 と栗 原 工 場 との 関 係 構 造 に つ い て考 察す る。 原 料 取 引1之せ よ

製 品取 引 にせ よ,栗 原 工 場 の 経 営 規 模 は あ る程 度 拡 大 して,大 量 購 入 ・大 量 販

売 型 の経 営 構 造 に な ってお り,そ の こ とは この時 期 の取 引企 業 の著 しい 増 大 に

如 実 に現 れ て い る㊨。 取 引企 業 の増 大 は特 定 の企 業 に依 存 す る 度合 い を軽 減 し,

40)同 上書,298,餌1ペ ージを参照.

41)同 上書,302ペ ージを参照。

42)同L書,342ペ ージを参照。なお,ウ メの実地指導ぶ りは343-344ページにあり,1:場内でも随
一の 「腕利き」であったという。

43)回 上書,346-348ペ ージを参照。

44)同 卜書,M3ペ ージを参照.

15)同 上書,202-204ペ ージを参照.

46)同 上書,144,179-181ベ ージを参照。
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それだけ従属性を回避で き,よ り対等な商品取引の状態になっているといえ

る。

この対等な商品取引関係が崩れた,も しくは崩れそうになった典型的事例 と

し七,明 治44年 の東京毛織物業界の不況に伴 う原料供給外商の現金決済宣言と

大正2年 の鈴木商店の現金取引要求 とが挙げられる4の。 ともに幸八の活躍に

よつえ切 り抜 けるが,原 料供給企業が持つ潜在的な収益的支配権力が一定の条

件下で顕在化させて,命 令的もしくは制綿的支配権力に転化したものであった

といえる。また,.明 治45年 の毛糸紡績部の増設 ・大正7年 の トップ部門の増

設弼,で,原料供給業者との権ヵ関係はさらに平準化してい く。

5)賃 金労働者の構造的位置

力織機が導入されたことな労働者の労働のあ り方も大 きく変えた。まず,力

織機導入に伴う動力変化が挙げられる。明治42年 までは蒸気機関であっ牟が,

機関主任は織部主任とともに栗原工場の二大主任であって,他 の従業員と比べ

て特別な熟練を必要 とするゆえに賃金 も高か った4%こ れは機械化の進展に

よって,そ の動力の安定供給が経営構造上,重 要な要素の一つになったことの

反映であって,そ ういう構造上の位置が機関主任を織部主任 と同格にした最大

の要因であった。しか し,電 化によって蒸気機関部は廃止され,当 該部門の労

働者の経営構造上の重要性は低下 し,保 持 していた潜在的な制約的支配権力 も

弱体化 したといえる』
'
幸八はウメに相談 しつつ,設 備拡張を変更するとい う戦略的意志決定をする

が,こ の当初の決定の変更は従業員統率上の問題を考慮 してだった。.すなわち,

幸八はアメリカ視察の体験から労働者賃金が引き上げられることを予想 してい

たこと,富 士瓦斯紡績押上工場で大争議が発生 して.いたことなどか ら.こ れま

での経営規模であれば個人企業であることの優位さを利用 して対立は押さえら

47)同.ヒ 密,208,217ペ ー ジを 参 照 。

48)同 上 書,308ペ ー ジ を 参照 。

49)同 上 書,176ペ ー ジ を 参照 。
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れていたが,そ の優位性 に経営規模上の限界が出てこざる得 なかったのであ

る5D㌧この時期の栗原工場はある程度上位の管理機能まで賃金労働者に遂行さ

れざるえない規模にまで拡大 してお り,.すべての資本家的機能を幸八 とその家

族が担 うなどというのは無理な話であった。すなわち,一 般的に議論される経

営機能の分化 というのは資本家的機能が分化 して遂行されることを意味 し,そ

の分化 した機能を遂行する主体を考慮 した戦略的章志決定がなされるという典

型的事例がここに見られるのである。.

各主任は支配権力を顕在的に行使 したわけではなかった としても,幸 八とそ

の家族以外りものが遂行するということ自体が,戦 略的意志決定の中に一定の

「考慮」が含まれ,そ の機能的遂行主体の支配権力が潜在的に行使されている

ことを意味する。経営機能の分化が進むほど,一 人の自然人に経営機能が統合

されているわけではないという意味でその統制は難 しくなり.,統制すること自

体が経営構造の戦略的課題 とならざる得ないのである。

明治42,43年 以降は販売購入係 ・職工係 ・計算係を置 き,大 正に入ってから

は大卒まで雇用 した。経営規模が拡大すれば,多 くの機能を賃金労働者が代行

す るようになる。また,上 記の事務系以外では,役 付工`1)が出現している。工

場主は各主任,場 合によっては組頭 ・助手あた りまでを直接指揮 した5%す な

わち,こ れまで作業現場 まで 「直接的」に管理 していた工場主は経営規模の拡

大で 「間接的」な管理に移行 したのである。

大正5年 に工場法が実施される.が,こ の法律が実効性を持つだけの背景とし

て,① 第一次大戦による好況で労働需要が増大 し,賃 金労働者に需給上の優

位さがあった,② 大正デモクラシー等により労働運動が高揚 し,待 遇等の改

善が要求される,③ 好景気で各社の事業収益が増大 し.曽要求に応えられるだ

50)同 上書,256-257ペ ー ジを参照。

51)同 上書,412ペ ージには,.・ 般 職工 は役付工を栗原家 の人間 と考えていた ようであ る。 同じ賃

金労働者で 毛支配 力に大 きな差が あることを反照 して る。役 付工はそれだけ資本家 的機能 ・活動

を担 っていた と言 うこ とを意味す.る。

52)同 上書,305,308,351ペ ー ジを参照 。
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けの余裕が存在 したこと,'な どが挙げられる53,。工場法の制定は賃金労働者の

支配権力が潜在的にしろ,顕 在的にしろ行使 しうることを制度化 したことに

なった。

6年 以降は年期の職工 と.いうのが男女問わず,減 少 してい き,請 負 日給者

が大部分を占めるようになる㌦ 賃金労働者は長期間勤続す ることによる僅

かな福利厚生の享受 よりも.即支給される賃金に重点を置いたわけである5%

高流動性自体は支配権力の顕在化ではないが,安 定的な操業 という観点から

は不安定要因であるか ら,賃 金労働者の潜在的な制約的支配権力を構成 した

といえる。

さらに,制 約的支配権力行使 の仕方が社会運動 の高揚 ととも.に,「Exit

Control」 から 「VoiceControl」 へ変化する。すなわち,組 織化され,企 業政

策に 「直接的」な制約的支配権力の行使を始めるのである。その典型例 として

あげられるのが,大 正8年 の賃上げ要求である。それまで,賃 金だけでなく労

働に関する方法から規律 までのすべては工場主のさじ加減一つという,直 接的

管理であったが,年 期職工の割合が低下 し,労 働者の出入 りが激しくなり,工

場法の制定という条件下では管理方法 も変わらざる得な くなる。こうして,労

働者が支配権力を顕在化させたのがこの賃上げ要求であった。

5小 括

この時期は手機の割合が減少 し力織機が増大する転換期であった。この機械

化の進展 自体,競 争による結果であるが,い わば社会関係の総体が支配構造を

変化 させ.る。

機械化はイネの司令的支配権力を低下させ,幸 八のそれを否応なく増大させ

た。経営構造の変移が機能的媒介主体の相対的重要性を変位させたのである。

53)同 上 書,%8,409ペ ー ジ を参 照 。

54>同 上書,2田,346ペ ー ジ を参 照 。

55)同 上 書,370ペ ー ジを参 照 。
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この他,相 対的に制約的支配権力を増大させた存在 としてウメが挙げられる。

機械化でイネの存在意義はますます縮小し,そ の分,.ウ メの管理者 としての存

在意義が増大 したといえる。

機械化の進展に伴 う大量生産型経営構造は安定的な原料購買と大量販売を同

時に実現する必要が発生させ,.時 として取引企業が収益的支配権力を制約的支

配権力に転化させ,顕 在化させることがあったが,幸 八がそれを克服 した。

機械化に伴う経営規模の拡大で賃金労働者の数はさらに増大し,組 織が多層

化するなかで,作 業労働はより単純化 しそれと反比例するように管理労働はよ

り専門化する。本論でも触れたように,少 数ではあるが管理労働者が出現 し,

より直接的に制約的支醗権力を保持 ・行使 し始めたといえる。作業労働者 も外

部労働市場の高度の流動性 ・工場法の制定 ・労働運動の高揚等により,制 約的

支配権力の行使形態をより直接的に行 うようになった。

V結 論

理論的にも歴史的にも最も.単純な企業形態である個人企業の支配構造の変移

を考察 してきたわけであるが,本 稿の問題提起で行った,「法律的所有権」の

属性 として 「支配力」を理論化することに有効性はあるだろうか。

法律的所有権に 「支配力」が付属していて,一 定の条件下では移動すると解

釈す る論理展開では,栗 原稲工場の場合,法 律的所有権者のイネだけが,栗 原

工場の場合,幸 八が独占的に 「支配力」を持って行使 していたことになる。

しか し,本 論で詳説 したように,明 治36年 にイネは事業を幸八に譲 り渡して

いるが,そ れ以前から幸八は,そ れ以後でもイネは工場にとって欠 くことがで

きない機能的存在であった。すなわち,法 律的所有権の所在を確認するだけで

は,資 本運動を媒介する経営諸資源の法形式的所在を意味するだけであって,

経営諸資源を具体的に機能させている人格の具体的活動内容まで分析が到達し

ない。栗原(稲)工 場のような個人企業でいう法律的所有権には経営過程上の

諸機能が集約されて内在 してお り,経 営規模の拡大とともに徐々に幸八 ・ウ
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メ ・...一部 の賃 金 労 働 者 と経 営 機 能 が 分 化 して遂 行 さ れ て い く傾 向㈲に あ っ たが,

「法 律 的所 有 権」 と 「支 配 」 と を関 連 させ るの で あ れ ば,「 法律 的 所 有 権 」 に

内在 して い る具体 的 活 動 内容 まで 分 析 しない と 「支 配」 の説 明 に は な らな いの

で あ る。 法律 的所 有権 とい う基 準 に よ る所 有 者一 非 所有 者 とい う構 図 は支 配 者.

一 被 支 配 者,資 本 家一 賃 金労 働 者 とい う構 図 に必 ず しも直結 す る とは言 えず,

そ れ が 当 て は ま る と き もあ.れば 当 て は ま ら な い と き もあ り57},何 ら 「支 配 」

「支 配 力 」 を説 明 した こ とに は な ら ない 。

で は,「 法 律 的 所 有 権 」 の属 性 と して 「支 配 」 を理 論 化 す る こ とに は 不 十 分

性 が あ る とす れ ば,一 体 何 が 「支 配(力)」 の根 拠 で あ る とい え,ど うず れ ば

う ま く理 論 化 で き るだ ろ うか。 最 後 に,基 礎 的 諸概 念 を再 考 して お く。

商 品 経 済 が 全面 化 した資 本 主 義 社 会 にお い て は,.賃 労 働 一資 本 関係=商 品 関

係 とい う社 会 関係 を 介 して労 働 力 ・.労働 手段6.労 働 対 象 で あ る生 産 諸 条 件 が 結

合 す る。 商 品 関係 とは生 産 諸 条 件 が 個 別 に管理 さ れ て い る こ とを意 味 す るわ け

で あ るか ら,競 争 が必 然 化 し,個 々 の生 産 組織 に社 会 的剰 余 の蓄 積 を 目的 化 さ

せ,.強 制 す る58,。す.なわ ち.1資 本 主義 社 会 に お け る 個 々 の 生 産 諸 条 件 が 結 合 す

る場 で あ る企 業 を 「支 配 」 して い るの は,社 会 的剰 余 の蓄 積 の 目的 化 を強 制 す

る賃 労働 一資 本 関係 ≡商 品 関係 とい う社 会 関係 で あ り,増 殖 す る価 値=資 本 で

あ る と言 え る。 しか し,「 資 本 は 自 らを諸 形態 ・諸 主 体 の連 関 に お い.て実 現 す

る劉」 の で あ っ て,そ れ 自体 と して表 出 せ ず,経 営 諸資 源 の 結 合 を 介 して 増 殖

56)「 生産的労働」概念は,技 術的水準での機械化 ・自動化 ・コンピューター化に伴う管理労働者

の増大の中で拡大され,「全体労働者」ない し 「結合労働者」として理論化されるように,「資本

家」という活動 も必ず属人的に遂行されるというわけではないし,その必要もない。すなわち、

あくまで概念は歴史性を内包 しているのであり,時 空条件によって変化するのである。なお,

「全体労働者」ない し 「結合労働者」概念は,も ともとはマルクスの概念であるが,A.Hu皿t

(ed.),ClassandClawStvtturqLondon,LawrenceandWishart,1977.〔 大橋隆憲伽訳 「階級 と

階級構造』法律文化杜,1979年),G.Carchedi,"〔)ntheEconomicIdentification4NewMiddle.

Clas5,1'翫ρ㎜阻y露5面 ⑳,Nn.4,1975も 参照せよb

57)田 中.前 掲論文,77-79ペ ージにはイギリスの事例では.あるが同様の指摘がある。

58)こ こは,構 造が ・方的に諸人格 ・諸主体を規定するという意味で.はない。諸人格あ活動の差に

よって個別資本に差が生まれるのである.。つま肪 蓄積が目的化 しているという枠組内ではある

が,蓄 積形態は諸人格に左右される。

59)有 井行夫 「株式会社の正当性と所有理論」青木書店,1991年,78ペ ージから引用。
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す る。 また,資 本 が 無 限増 殖 ・無 限 蓄 積 す るに は ス ポ ッ ト的で は な く,継 続 的

に結 合 す る必 要が あ り,資 本 とい う存 在 の 存 在 諸 条件 を形 成 す る と い う意 味 で,

労 働 力 ・労 働 対 象 ・労働 手 段 を個 別 に管 理 す る諸 主 体 は そ れ ぞ れ に 「支 配 権

力」 が付.与 され る60)。な お,権 力 とは 「社 会 的行 為 にお い て,一 人 の人 間,あ

るい は多 数 の人 々が そ の行 為 に参 加 して い る他 者 の抵 抗 を押 し切 っ て まで も 自

分 自身 の意 志 を 実 現 で きる.見込 み5D」 と一 般 的 に は 定 義 で き る だ ろ うが,「 企

業 に お け る支 配 権 力 」 を考 え る.と,「 自分 自 身 あ意 志 」 と は資 本 の増 殖 運 動 に

よ って付 与 され,そ の 運 動 が根 拠 で あ る と言 え る。

意 思 決 定 とい うの は 「認 知 情 報 を 命 令 情 報 に変 換 す る プ ロセ ス祀1」「現 状 に

つ い て の認 知 情 報,認 知 され た現 状 につ い て の評 価 情 報63〕,現 状 に お い て代 替

可 能 な い くつ か の指 令 情 報 醐,各 指 令 情 報 が もた らす 結 果 に つ い て の評 価 情

鞭 〕,そ して何 らか の 決 定 恥一 ル ない し選 択 原 理 を前提 に して,一 定 の指 令 情

報 を選 択 す る プ ロ セ ス66)」で あ るか ら,上 記 の 「支 配権 力 」 と併 せ て考 えた と

き,「 企 業 にお け る支 配権 力」 は,直 接 的 に発 せ られ る 「司令 的 支 配権 力」,認

知情 報 に 介 入 す る こ とに よ る 「制約 的 支 配 権 力 」,意 思 決 定 に介 入 す る わ け で

は な い が,そ の 決 定 か ら収 益 を得 る 「収 益 的支 配 権 力 」 が 資 本 の 自 己 増 殖 と

60)労 働対象 ・労働手段の場合,商 品としては物的対象であるから,文 字通 り,購買者は二度購入
すれば自由に使えるわけである粧 「継続的」に供給される必要性から取引先企業にある.定 の

支配権力が付与されるが.労 働力という商品の場合は,労 働が入間に内在するものである.がゆえ

に,購 買されたからといって,物 的対象のように完全..一方向的 ・完全排他的に使用できるわけで

はない。.まさに労働力商品はその特殊性によって,制 約的支配権力を行使できるわけである。

6')

。馬rク ス'ヴ 　 ㌻ 琳 幾太or訳1社 会騨 噸 」.撒 庫・.197晩86ぺ ・斑

62}吉 田民入r主 体性 と所 有構造 の理a1東 京大学出版会,1991年,244ペ ージか ら引用。

63〕 吉 田民人r情 報 と.自己組織性 の理論1東 京大学出版会,1990隼,119ペ ー ジに 「シ.ステム内外

の状態を表示する記号集合 」 と.定義 され てい る。.

64)吉 田,同 上書,119ペ ージに 「シ ステムの なすべ き反応 を表示す る記号集合」 と定義 されてい

る。

65)古 田,同 上書,119べ ・一ジに 「システム要件の充足一 不充足状態 を表 示する記 号集合」 と定

義されてい翫

66)吉 田,同E書..121ペ ー ジか ら引用。なお,吉 田のこの定義 は非常 によくまとま ってはいるが,

あ らゆ る情 報現 象に共通す る 般 性を抽出 した一般 理論 を構築す る ことを意図.している ことも

あ って,当 然 これだけで無媒介 に企業 における情報現象を総体 としては捉 えきれ ない。筆者が行

うよ.うな媒介が必要であ ると考 える。
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いう評価情報を媒介にして重層決定的に構成されている幡η。常識的に想定され

るのは 「司令的支配権力」であって,そ れを支配力と呼ぶことが多いが,司 令

的支配権力は真空状態の中で発せられるわけではないし,そ れ自体として発せ

られるとするのならばおおよそ変動 ということは起こり得なくなる。司令的支

配権力が発せ られる前段階の認知情報に介入するなり,発 せられた司令的支配

権力そのものに介入することで,制 約的支配権力は作用するのであ り,支 配権

力の構造は常に動態的であると言える。しかし,司 令的支配権力は,い くら制

約的支配権力に制約されると言っても,「制約.を加えられた単位は,そ れでも

なお選択肢を選ぶ ことができるのであ り,そ の制約に対 して自分独自の対応を

開始する判 わけであるから,一 定の自律性が存在するといえる。

意思決定の中で も戦略的意思決定における認知情報から命令情報への変換 プ

ロセスを,栗 原(稲 〉工場に関 してみたとき,全 プロセスの多 くを法律的所有

権者が統合 して遂行 していた。だからこそ,「法律的所有権」 に 「支配権力」

が属性 として付随 して.いるように見えるわけである.。.しかし,具 体的な意思決

定のプロセスをみたとき,制 約的支配権力 ・収益的支配権力 として諸人格の諸

活動が介入 してお り,司 令的支配権力との合成的結果として資本を増殖すると

い う見込みで,す なわち評価情報を満たす方向に収斂していくのであ.る。

すなわち,イ ネと幸八の司令的支配権力.の楳拠を考えてみると,イ ネや幸八

67)「 司令的.支配権 力」.「制約的支配権力 」「収益 的支配権 力」 とい.う概念 自体 は筆者 の造語であ る

.が,MurphyがWeber47力 鞭 洗練{ヒした とい う.「命令権力(powerWc㎜and):鵬

の特 定の内容 を備 えた命 令が,所 与の.人々に よって遵 守され るnl』能性」 「制約権 力(powerro

consαain):他 者 に行為 を直接命令す ることな レに,自 らの利益 を追 求ず ることに よって他者の

行為 を制 約す ることがで きる,あ る単位 が持 つ能力」.「収 益権力(powertopro丘tfrom)=自 ら

の 目標 を実 現す るため に他 者の 自律 的 な行為か ら利益 を得.るこ とがで きる,あ.る 単位が 持つ能

力」 を参考 に した。Murphy,砂.鷹,PP.135-136・(辰 巳訳,前 掲訳書,178-179ペ ージ)を 参照。

なお.彼 は 「社会的閉鎖」 を中心概念 として社会」般理論を展開 しよう としているが,あ くまで
一般理論 として権 力概念 を考察 してい るわ けであ るか らそのまま何 の媒介 もな しに企業 の支配権

力 に適用す る.ことはで きず,筆 者が行 ワた ような媒介が必要である と思 う。また,支 配権力の構

造 を構成す る三つの ト位 カデゴ リ.一は先験的 に分かれて.いて,特 定の主体 が常 に同じ梅力 を保持

し続 けるとい,た ものでは当然 な く,時 空的条件に よっては統合されていた り,分 化 していた り,

権力 タイプが変換 した りする。

68〕Murphy,[bid.,p.145.(辰 巳伸知訳,回 訳書,192ペ ージ)か ら引用。
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.は法 律 的所 有 権者 で あ る こ と を根 拠 と した 「資 本 家 」 と して,「 支 配 力 」 を行

使 し.たので は な く,資 本 が 増 殖 す る の を機 能 的 に媒 介 す る活 動 主 体=「 人 格 」

で あ る 「資 本 家 」 と して τ支 配 力 」 を行 使 した の で あ る。 しか し,「 資 本 家 」

とい う 人格 の 「司 令 的 支 配 権 力 」 を 説 明 した だ けで は,「 支 配 権 力 の 構 造 性 」

の 説 明 と して 十分 で は ない 。 そ の 説 明 だ けで は,本 論 で 具 体 的 に展 開 した 経 営

過程 上 の競 争 企 業,取 引 企 業,和 市,ウ メ,賃 金労 働 者 等 の 諸 主 体 ・諸 人 格 の

、潜在 的 も し くは顕 在 的 な 「制 約 的 支 配 権 力 」 「収益 的 支 配 権 力 」 を理 論 化 して

い な い こ と に な る.からで あ る。 「企 業 支配 」 の根 拠 ・根 元 ・正 当性 を資 本 運動

と捉 え,そ こか ら諸 権 力 が発 生 す る と考 え れ ば,企 業 に お け る支 配 の 構 造 性 を

..動 態 的か つ 総 体 的 に取 り込 ん だ理 論 を構 築 で きる ので は ない だ ろ うか 。

以 上 よ り,企 業 形 態 の 最 も単 純 な形 態 で あ り,最 も.属人的 に支 配 が な さ れ て

い る と考 え られ て い る個 人 企 業 で す ら,「 支 配 」 は あ く まで 「増 殖 運 動 す る価

値 ≡ 資 本 」 そ れ 自体 に根 拠 が あ り,「 属 人 的 に統 合 さ れ た 形 で 経 営 諸 機 能 が遂

行 さ れ る こ と に よ る 支 配 一 従 属 関 係69〕」 の 構 造 化 形.態;「 人 格 化 ・媒 介 構

造7。}」と して 現 実化 し,資 本 が運 動 す る とい う こ とに全 経 営 資源 の結 合 は収 斂

す る とい う意 味 で,支 配 が 貫 徹 して い る71切 で あ る。 す なわ ち,資 本 家 とい う

存 在 で す ら,資 産家 で あ るか ら支 配 権 力 を保 持 して い るの で は な く,資 本 運 動

か ら支 配 権 力 を付 与 され て い る ので あ り,増 殖 運 動 に どれ だ け有 効 な 活動 を な

し得 るか とい う こ とが 存 在 根 拠 を形 成 す る。 「所 有 」 概 念 を 支 配 分析 に役 立 て

る とす る の な ら,「 所 有 」 とは,社 会 的労 働 過程 に お け る 人 間労 働 の 対 自然 的

活 動 行 為 吻で あ り,「 特 定 の社 会 形 態 の も とで,そ れ を媒介 に して,自 然 を獲 得

す る こ とで あ り,そ の こ とで 人 が 物 に対 して 自己 の 物 と して 関係 行 為 を持 つ こ

69)坂 本,前 掲論文,227ペ ージか ら引用.

70)片 岡信之が同趣旨のことを 「個別資本連動の重層的構造化 としての企業二と表現している.片

岡信之 『現代企業の所有 と支配」白桃書房,1992年,第 二章を参照.

71)川 崎文治 「株式会社における支配 とビジネスリ・一ダ・一ソップ」個 村正人博士.占稀記念論文集.

『現代経営学と株式会社」有斐閣.19了8年)467ペ ージに支配の貫通性 とそのプロセスが強調.さ

れている。

72)経 済理論学会編 機 代巨大企業の所有と支配』青木書店,1986年,99ペ ージの飯山康裕の発言

も参照。



…

56・(322).第1687*第4号

と列 や 「ある個人もしくは集団的主体がある客体に対 して他の主体か ら制約

されず に自律的にある関係行為をな し得る関係7門 と考 え,「所有」概念を近

代的な法律的所有概念より拡大 し,そ こに内在する関係行為までを分析する必

要があり,そ うしなければ 「支配」分析 としては有効性を持ち得ないだろう。

展 望 ・課 題

次回の支配構造分析の対象は明治から大正にかけての三井財閥内の芝浦製作

所に設定する予定である。合名会社から株式会社化 していく栗原工場を追い続

けるということは可能であるし,そ れな りの意味は存在するだろうが,栗 原家

の人々の属人性が強 く残る傾向があるために分析対象は変更される。すなわち,

経営諸機能が一層,別 の主体に担われる場合を分析 した方が筆者の想定する理

論的枠組をよりうまく実証できると考えるからである。.

分析されるべ き課題 として,ま ず,本 稿の結論で述べられたように,所 有権

に内在する関係行為の内容分析を法律的所有権が株式所有権の形態を取った段

階ではどうなっているめかを行う。すなわち,株 式所有権が内在させてい.る経

営機能を特定化 した上で,個 人企業段階での法律的所有権に内在する関係行為

との相違点も明確にする。

第二に,次 の分析は法律的所有権が株式所有権に転化 した段階に設定される

ためにいわゆる 「専門経営者」が出現 している75)わけであるが,こ の段階の支

配構造を分析す ることで,テ クノクラー ト論的経営者支配論者がいう 「経営者

の支配力」を,筆 者の理論的枠組に取 り込むことが意図される。

73)片 岡,前 掲書,14ペ ージか ら引用。.」r臣 ・5

74).吉 田,前 掲書,300ペ ー ジか ら引用。

75)「 専門経営 者」 とい う階層 は何 も株式会社化 した企業の段 階になってか ら必ず しも出現 したわ

けではないが・テクノクラー ト論的繹営散 配諸 の鯨 を取嚇 むため1こ磁 てこ懐 現して

い る。


